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姑
十
饴
：

(

H

八
六〕

雛
錄
典
國
：の對
來
放
资
购
收
に
關
マ
る
規
极

1,斑

.

_

1

'號

四

英

國

の

對

米

放

資

回

收
I : 

關
す
る
規
程
一
斑

.

.

堀

江

英
國
が
對
米
放
資
を
冏
收
し
て
”
米
國
に
負
ぅ
僙
務 

を
決
濟
す
る
目
的
を
以
てb
昨
年
十
二
月̂

切
■
會
に 

法
#

案
を
提
出
し
、
可
決
確
览
し
て
本
年‘

1
丹

1
.

以 

來
全
部
實
行
せ
ら
れ
つ
、.あ
る
こ
ど
は
、
世
人
の
知
る 

所
な
り
。
但
し
此
種
の
施
設
が
幾
何
の
効
果
を
葵
U

:T 

對
米
偾
務
の
決
濟
を
容
易
に
し
’
又
兌
換
制
度
を
雛
纖 

す
る
に
微
何
の
資
す
る
も
の;6
る
や
の|

事
に
至
つ
て 

は
、
到
底】

筒
の
疑
間
た
る
を
免
か
れ
ず
。
.此
疑
は
事 

實
に
依
て
"

之
を
檢
す
る
の
外
な
し
ど
し
て
，
本
文
に 

於
て
は
、
■•
»

米
放
資
囘
收
に
關
す
る
規
程
の

1

斑
を
揭 

げ
"

併
せ
て
典
効
*

に

就

て

"

穸

少

の

觀

察

を

訧

み

ん

 

ビ

す

。
. 

.

.

.

へ

;•
•
.英
國
政
府
の
企
歸
す
る
所
怒
槪
拈
す
れ
ば
、
政
府
は 

-
(
1
y

挪
»;

證
券
を
§

假(

證
，券
0:

職
入
せ
ら
る
.
>
常
日 

_

貧
■

式
収H

?

肺
相
場
*

に
^.

げ
る
豸
を
以
て
，
it
* 

働

表

に

■

記
$

&"
•

抓
ざ
る
證
券
若
じ
ぐft 

翁
畆
叹
袖
場
を
双
.;
^

，_

;:
0,
;市
惯
を
代
表
す
'る
も
0
. 

ボ
認
む
る
を
得
ざ
る
證
芬
に
就
て
は
、
證
券
提
供
.容VJ 

協
.議
.し
て
、
働
格
を
決
定
す)

：
を
以
.て
買
入
れ
、
之
比 

對
し
.て
利
子
五
分
：，
期
限ft
箇
年
の
國
庫
債
券
を
交
付 

.才
る
か
へ(

ニ
.
.

)

'
煎
潰
證
券
所
有
者;0
希
望
に
依
&
、_ 0 

限
ニ
®

年
を
限
$

、

之

を

借

入

れ

.、

借

入

期

限

內

は

所 

有
霜
が
®

滎
ょ
&
得
る
利
率
に
五
厘
を
加
べ
た
る
も0 

女
所
有
*

に
支
拂
ひ
V

所
有
渚
於
M

W .
に
於
て
之
を
寶 

却
せ
ん
S

欲
す
る
時
機
に
-
資
却
す
な
の
權
利
を
择
ふ 

る
.；

i
j

共
^

へ
政
府
亦
必
要
む
詉
认
る
_
機
に
賣
却
す
る 

.|
1

利
を
溜
保
し
,

政
庇
の
寶
却
し
た
る
場
合
に
は
,
當 

時
の
爲
替
相
場
に
據
つ
て
、
紐
育
に
於
け
る
命
價
を
換 

«

丄
，
之
に
ニ
分
五
煺
を
加1£
し
た
る
も
の
*

所
有
^
 

に
交
#.

す

る
,̂

以
で
喪
旨
ぬ
，し
i

保

險

^

胁

眺

ぽ

傜

策;I

食
齔
に
之
を
示
し
て
、
證
券
の
®

却
又
は
预
記
を
®
誘 

し
れ
る
外
、
T

«
公
衆
に
も
左
の
如
き
吿
示
を
爲
し
て 

同

一

の
處
置
に
出
づ
る
こ
^

.̂
5S

望
し
れ
&
。

千
九
15

十
六
年1

月1

日
以
降
米
國
.

(

加
奈
陀
を
含 

む)

i)
f
t貨
證
券
の
所
有
谱
は
國
庫
.に
之
を
賣
却
す
る
炉 

又
は
賣
却
を
欲
也
ざ
る
ビ
き

忙

は

ノ

國
庳
に
之
を
預
託 

し
て
、
興
處
分
_を
託
す
る
を
得
べ
く

、

條
件
は
總
て
纏 

に
保
險
畲
祉
並
に
信
託
會
膨
に
示
し
^

る
も
の
ど
闾I 

な
纟
:̂

す
。
保
險
並
に
信
記
會
祉
の
提
供
し
れ
る
證
锣 

を
襄
扱
ふ
に
或
る
時
期
を
要
す
る
を
以
て
、
國
庫
は
千 

九
两
十
六
年
一
月
一
日
以
前
に
は
■
人
の
电
出
を
受
理 

^
0
 ̂る
^

-1
t

。
 

,.

爲
め
に
す
.る
(̂
-

"
预
記
の
爲
.め
、
に

す

る

ビ

：を

.M

s
ず
、 

提
供
せ
ら
.る
S

有
惯
.設
狳
樣
合
衆
國
又
は
加
祭
陀
の
撖 

，
碧

以

て

，
额

丽

0

表
示
ぜ
ら
れ
た
る
も
の
に
限
り
、 

又
§

を
以
て
表
示
ぜ
ら
れ
れ
る
場
合
比
は
:
所
布
考 

<

の
#

意
に
據
办
、
_

貨
證
芬
にH?

換

へ

ら

れ

"

又

所

布 

I

教
0 '

饪

意

记

據

^

^

^

^

又

は

磅

貨

を

以

て

代

金

を

領 

收

す
•る
^?

得
べ
し
ノ
、

'
(b
)

利
乎
又
は
.
8當
金
が
發
行
以
來
规
則
正
し
く
支 

挪
は
れ
ぎ
が
し
證
券
並.に
千
九
西
十
三
年1
月

I

H

以 

.,

降
#

年
3

分
以
上
0

酿
當
金
0

册
則
芷
し
く
支
拂
は
れ 

ぎ
：̂
じ
株
式
は
政
府
に
依V

"

受
理
せ
ら
れ
ざ
る
も
の

が
す
。
.. 
-！：
.、V

;
,
」

， 

:

‘
％

顧

来

瘍
ff
i

の
目
的
を
以
て 
>
.
提
供
せ
ら
る 

\ 

.
>有
價
證
券
^

ゆ
錐
行
y

仲
質
業
者
又
は
貴
任
あ
る
當 

事

者

に

依

：て
^

該
證
券
ft

英
國
に
於
て 
> 
午
九
宵
十
四 

•年
九
^

三
+

|3
;
.

以
後
所
有
#

が

现

實

に

所

有

し

"

戦
郇 

破
裂
敗
來
|

砂
所
有
に
歸
せf

-l
y壽
を
證
明
す 

si
#.
#

@

添
#

«-
-
&'
:

^

>を
.要
す
.9
.
,
.
' 

.
;

硪
H

I

_ 
ニ 

S

.

.

,

如

上

計

铍

，
の

進

行

に

資

す

る

爲

め

"

下

の

說

明

を

加 

ふ
る
の
必
要
を
認
む
。

{
1
)

：政
府
が
右
の
自
的
を
以
て
受
理
す
る
有
價
證
界 

の
完
全
^
•
る
0

«
は
之
を
舉
ぐ
る
能
は
す1
雖
1

?
大 

體
に
於
七
下
办
渺
き
標
嶋
に
據
な
毛
の
ビ
す
。

.

⑷

純
粹
吖
英
貨
證
券
は
之
を
费
理
せ
ず
。
資
却
の

婼
十
瞥
Q

K

七)

雜

ギ

英
國
の
對
浓
放
货
.间
收
r
ll
a

T

規
猫
一
斑



^
T

怨
(
1
1
1

八
八)

雜終典國の财米放资

RI
:
45
c

L

i

關
t

る規程

」

斑 

游
コ
場

4 

I

六

、

S

前
記
5
.(̂
)

2
の
條
件
を
具
備
し
、,-
;
赴
つ
^

0
項 

.0

に
該
當
す
.る

布
€

說

疆

：國
雕
に.於
.て
受
理
する
も 

のw

す
。
 

、
.
 

i

ィ)

偷
敦
株
式
取
引
所
の
公
.定
相
場
に
上
る
證
银 

{

口)

米
國
政
麻
の
.公
偾 

ぐ\
)

米
國
州
並
に
地
方
政
府
の
公
偾 

(

ユ)

米
则
に
於
て
營
業
す
る
鐡

^

#
に
公
#
*:
?1
1
1:
の 

;

證

芬
、

(

ホ.)

加
奈
陀
政
府
，
地
方
、
市
の
公
僙 

(

へ)

加祭陀鐵遨證券：

S

產
業
上
の
曾
社
の
，«

双
並
に
株
券
は
合
衆
目
»

 

織
ト
ラ
ス
ト
の
如
き
大
會
社
^
«
す
る
も
の
に
非
ざ
れ 

ば
"

受
理
せ
&

れ
ず
。
(0
1

)

に
列
皋
し
れ
る
諸
項
に
該
#: 

せ
ざ
る
說
券
は
鈒
行
叉
は
#:

買
業
遨
の
‘

推
);
1

ぁ
る
に
非
. 

ざ
れ
ば
國
姐
に
提
供
す
る
を
微
ざ
る
も
の
ヒ
す
。
.

(

ニ)
(

提
供
す
る
證
狳
のE

錄
書
武
に
關
す
る
規
定 

■

な
る
を
以
て
翁
略
す
。)

. 

一
 

0

5

金
额
ニ
茁
讥
千
茆
以
下
の
西
錄
は
株
式
取
引
所

*

fe
c

:f
c

て
‘

.

之
を
提
供
す
可
<

 

ブ
保
險
並
に
«

ff
f

i

^
 

社
に
限
つ
て
"

莊
_

«

提
#

す
る
を
#

べ
：
し

。

取

引

.所 

S

對

す

：る

竿

數

料

_

_

撖
に
於
て
之
を
負
擔
ず
可
/
、 

此
針
鼙
0.
:

下
に
行
は
.

る
$

取
引
.

に
就
て
は
、
取
引
所
鼻 

は
依
賴
：：人
に
苹
數
料
を
詉
す
る
を
#

ず
。

' 

.

.

(

四)

11
«

は
吣
1

の
下
に
?|4
'

晚
有
©

證
#
の
裏 

以
上
を
受
理
す
る
能
は
ざ
る
が
故
に
"
隨
時
以
上
の
獅 

誘
を
中
此
す
る
：
.こ
ど
ぁ
：る
可
し..

9

:

(
M
r

米
國
#

惯
謙
#.

の
：所

有

者

は

本

許

#

の
.

下
忙
， 

政
府
に
有
價
證
券
を
提
供
す
る
：こw

を
勸
誘
せ
，&

る
>

 

ビ
雖
も
，

」

尙
ほ
#:

自
公
開
市
場
に
證
券
を
賣
却
し
、
其
' 

收
.

入
を
英
國
政
.

府
の
證
芬
R

投
下
し
て
、
以
て
本
訐
命M

 

を
實
質
的
に
採
助
す
る
の
有
用
な
る
こ
ど
を
g

te

す
る 

を
：必

骚

ビ

す

。
：

.

.英
國
政
府
が
斯
る
訃
盡
を
案
出
し
た
る
は
英
國
に
於 

て

所

有

せ

.
ら

る
. 

>

弗
貨
證
券
に
對
し
て
監
督
を
邶
へノ 

米
國
に
對
す
る
戰
時
輸
入
品
の
代
金
支
屬
紀
之
を
利
用 

す
-o
:
を
：

n

的
ビ
し
ぃ
政
府
は
質
入
れ
た
る'、
：又
：は
»|
記

せ
ら
れ
た
る
證
稃
を
細
宥
に
輸
出
し
て
'
以
て
政
府
の 

僙
權
を
收
め
ん
ヾ」

し
，
此
目
的
.を
達
す
る
爲
め
、
借
入 

又
は
M

入

る

>證
资
は
賣
貝
の
容
易
な
る
も
の
に
限
*
 ̂

寶
却
の
權
利
は
政
府
®

ら
之
を
留
保
せ
ん
ヾ」

す
る
も
の 

f
 
,.然
れ
ど
も
之
を
證
莽
所
府
者
の
方
面
ょ
ぅ
考
ふ 

る
に
"

ニ
年
問
を
期
限V

J
t
.

て
ー.
自
己
所
有
の
有
價
ff
i
 

棼
を
政
府
に
预
記
し
、
政
府
の
認
め
て
適
當
ど
す
る
時 

機
に
於
て
"

如
何
な
る
代
價
を
以
て
も
广
之
を
賣
却
す 

る
權
利
を
政
府
に
赋
與
す
る
が
如
&
、
假
令
ひ
賣
却
代 

金
に
S

L

て
，

一
一
分
3 £

屈
の
割
增
金
を
收
む
る
^

す
る 

'■も
、
果
し
て
所
^

^

の
?*
1
.益
.
.ど
，
致
す
る
親
1
/b
f

認
む 

可
き
や
否
や
。.■
政
府
が
.有
惯
說
芬
を
所
有
す
る
の
問
、
 

例
へ
ば
千
九
西
七
年
紐
育
市
腐
を
製
ひ
れ
る
が
如
き
恐 

«
發
生
す
る
か
、
獨
逸
系
米
國
人
又
は
英
國
資
本
家
を 

筲
し
め
ん
ど
す
る
投
機
業
漭
の
策
略
に
依
て
"
市
揚
に 

動
搖
を
坐
じ
れ
す
れ
ば
，
資
本
家
は
自
ら
證
券
を 

所
有
す
る
場
合
に
.
恐
慌
聯
の
代
惯
を
以
て
、
證
券
を 

賣
却
せ
ざ
る
に
拘
は
ら：

ず
"

政
府
に
：«
處
分
0

權
利(

を

m

十
^

與
へ
拎
.る
.圾
.合
は
は
，.

家
の
#

^

k
反
じ
て
、1
其
處 

分
を
行
は
れ
、
.

「
1

分
诋
M

吖
剝
坩
金
を
以
て
，
適
常
な 

る
赔
愤
金
す
る
能
は
ざ
る

Co
.
結
*

^
^.

す
可
し
。

M

點
に
於
て
、
侦
够“侦
有
潘
>
し
株
.#

所

有

潘

^

の
地 

一
 

'位
.に
大
丸
る
相
違
を
生
せ
ざ
る
を
得
ず
。
僙
终
所
有
教 

は
人
：11
1

的

苹

段

を

以

て

し

て

、

容

易

に

價

格

の

.動
搖

せ 

j

ぎ
る
#

«

@
券
を
政
伧
に
寶
却
す
る.こ
ビ
を
®
せ
ら
る 

反
し
^

株

狳

所

府

港

の

賣

却

す

る

こ

ビ

.を

要

求

せ 

' 

I

 

は̂
、
.本
來
债
傷
.に
投
機
的
變
動
を
生
ず
る
を
觅 

!

か
：.；れ

ざ

る

も

の
‘な
-

C
S。

即

ち

和

育‘叶
央
&

m
fr
fl

の
.
促 

券
：を
所
葙
す
る
，保
險
會
社
は
其
の.1!
)
場のられ
 

ず
'\

汉
價
格
0:

確
».

な
る
故
を
以
て
、
政
府
に
之
を
賣 

却
ず
る
«

誠
を
赋
與
す
ー
るA
'
爲
。め
に
躜
躇
;t
4

所
な 

一
か
る
可
し
ど
雖•も
'，
株
券
所
有
者
に
浼
つ
て
は
然
ら
中
、
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分
75
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至
：七

分

の

：利

廻

.に

當

；

利

益
.を
收
め
ん
€
す
る 

所
有
|
5:«

五
汾
_

,0

國
庫
偾
券
を
懈
收
オ
る
こビ
を
翦 

來
せ
?>
.

る

、.

の
み
な
ふ
ず
、，

1

.

M
li
i

i
'R
l

it

十
點
內
外
の 

低
落
を
來
し
、

' 

又
.

，一

一

三

简

月

內

に

偎

格

：
の
：
三

分

：の
；

1

を

S
1
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.

r
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笊
十
饴

(

H

九
〇
}

雜

錄

坑

阈
€

赀
米
放
资
间
妝
.じ
關
寸
る
规
猫
一
啟

S

:

城

喪
失
す
る
こ̂

あ
る
双
®

證
狳
を
資
却
す
る
權
利
を
政 

府
R

nE

し
、
ぬ
己
の
手
に
在̂

圾
合
^

は
、
決
し
て
賣 

却
せ
ざ
る
偎
格
を
以
て
、H
却
せ
ら
れ
ん
か
ヽ
二
分
五 

施
の
割
咐
金
は
何
等
の®
籍
た
る
能
は
ず
。
是
れ
齊
通 

の
株
式
に
放
资
す
る
も
の
多
き
信
記
會
社
が
政
府
の
計 

ar

を
歡
迎
せ
す
、
愤̂

を
所
布
す
る
こ
ビ
多
き
保
險
货 

社
が
之
を
歡
迎

t

る
所
以
な
ぅ
。

荻
に
於
て
か
、
如
上
の
缺
點
を
補
ふ
爲
め
に
、
政
府 

の
計
®

に
對
し
て
"

嵇
々
の
修
正
說
主
張
せ
ら
る
。
.其 

1
は
政
府
を
し
て
證
券
資
却
の
代
怊
^

し
て
、
X

此
の 

愤
格
を
所
有
^
に
保
證
せ
し
め
んV

J

す
る
も
の
な
れ
•ど 

も
"
斯
の
如
き
は
國
庳
に
不
定
の
负
擔
を
加
へ
ん
ど
す 

る
も
の
に
し
て
、
到
底
赞
行
す
可
か
ら
ず
。
節
ニ
案
は 

說
#
所
布
潴
を
し
て1〗

简
年
を
沏
し
て
證
芬
を
锊
却
せ 

し
め
、
ニ
馏
年
の
末
に
於
て
、
楚
等
證
芬
に
代
つ
て
、 

交
付
せ
ら
れ
れ
る
政
府
證
券
e
引
換
に
還
付
す
る
：か
丨
‘ 

X
.は
還
#.
せ
ざ
る
©

合
に
'

k
r

公
正
な
る
賠
償
を
與
ふ 

を
も
0

に
し
て
>
_
1深
.資
却
S

證
券
®
記
匕
を
折
衷
しi

^
_る
*

沈
な
*
0
.
.
rし
て
®1

n

案
は
政
府
:̂

提
|1
1

ぞ
.ら
' 

れ
だ
る
證
芬
を
赞
洲
し
、
喪
却
の
時
機
方
法
を
決
免
す 

る
委
員
會
を
.紕
織
し
、
信
託
#

«:

保
險
曾
®

雜
に
證
券
、
 

を
所
府
す
る
#

社
の
代
表
济
を
委
负
に
加
入
せ
し
め
ん'
 

V
J

す
る
も
の
な
b

。

最
後
に
米
货
說
称
の
所
有
^
が
阈
服
に
提
供
し
た
る 

證

券

に

對

し

て

、

交

付

せ

ら

る

、
國

煺

似

券

の

條

件

R

、
 

就
て】

言
す
可
し
。
昨
’年
十
^

末
四
分
五
風
利
付
跟
事
. 

公
®

の
全
额
拂
込
濟V」

爲
卩
て
以
來
"

英
國
は
S

&
大 

if
r

t

ir
f
.

^
の
ぞ
匈v

j

诚
/ ^
^

抑
仍
入
金
の
^

達
^
に
依 

て
w
f事
数
を
支
辨
す
る
の
方
針
に
出
で
た
る
が
”
大
藏 

省
證
芬
に
對
す
る
餛
要
は
共
だ
®

に

し

て

，

昨
年
十
一
一

' 

月
中
洵
に
於
け
る
現
茌
高
は
三
.億
觅
千
八
百
三
十
九
海 

四
千
磅
の
多
き
に
上
れ
b

。
斯
く
大
藏
济
證
券
に
對
す 

る
®r

要
の
大
な
る
は
、
多
數
の
人
汉
が
短
期
間
放
資
を 

爲
す
爲
め
：

r

短
沏
の
饊
券
に
應
截
す
る
の
意
.赚
な
る 

を
示
す
も
の
に
外
な
S

ず
。
此
ff
i

求
に
應
す
る
爲
め
、 

政

府
.«

英
關
酿
行
を
し■

て
、
五
分
'利
付
、

千
九
西
； 

十
年
十1

1

月
：1
,
'日
偾
還
0

國
庵
侦
券
を
賣
.出
さ
し
む
る 

こ
ど
に
‘決
定
し
た
る
も
0-

な
6

。
同
證
释
の
短
沏
&,し 

で
、
又
.他
日
.長
.期
公
憤
の
發
行
せ
旮
る
.
、
場
合
に
は
、
-
.

額
®

®

格
を
'

以
：て

§

^

t

R

代
川
す
る
を
得
る
.の
事 

^

は
_

ら
市
偎
を
維
持
す
る
忙
足
る
.

に

加

へ

て

"

此

證

券
.に
對
し
て
は
？.
现
在
並
に
將
來
の
.粗
稅
'を
免
除
ず
る 

>

し̂
 

\
し
た
4

。
即
ち
'政
府
が
國
庳
侦
称
'の
市
憤
を
維 

持
す
る
に
就
て
來
2
心
す
る
所
少
な
炉
ち
ざ
る
-0

狀
々
知
一 

る
に
足
る
可
く「

思
ふ
に
眺
日
有
利
な
る
條
.件
.を
以
て
、

提
期
公
馈
の
發
行
せ
ら
る
、
場
合
に
は
，
短
期
の
國
-\ 

庫
偾
券
は
長
期
公
慠
の
挪
込
命
に
.供
用
せ
ら
れ
、
.以
て 

市
憚
の
維
持
に
資
ず
令
の
政
策
行
は
る
、
こV

J.

爲
る
可 

し
*

之
を
大
體
の
情
勢
ょ
&

打
箅
す
る
ど
き
は
？
中
立 

國
に
し
て
、
戦
時
、
戦
後
を
®
じ
て
鏃
濟
社
會
に
繁
榮 

を
來
す
可
き
米
阈
の
葙
惯
證
芬
殊
に
採
式
は
市
ff
i

の
廳 

貴
を
見
る
可
き
に
反
し
、
交
戦
國
た
る
英
國
の
公
債
fi
t

| 

®

は
今
後
低
落
す
な
を
^

か
れ
ざ
る
可
し
。
然
る
に
英 

國
は
資
本
家
に
阳
り
て
惯
袼
の
騰
貴
す
可
き
も
の
を
揿\ 

て

、
典

低

.落

す

可

き

も

の

を

取

ら

し

め

ん

.
、ヒ

す

。
是

れ 

英
國
の
對
米
放
資
囘
收
に
横
.は
る
類
關
に
し
て
、
S

' 

が
米
國
荷
馏
證
猡
に
代
つ
て
、
資
本
家
に
交
#

す
る
，公 

r

愤
の
市
慨
を
維
持
す
る
に
考
]1

す
る
も
の
.
6
る
所
以
な 

r

る
可
し
r

雖
も
1

染
P

て
：

P
S
1

的
を
逆
す
な
.や
否
や
疑 

f

な
き
能
は
ざ
る
な
b

,
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パ
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郧
i

»

衆

溺

院

墦

等

諭

^

其

の

限

界 

貴
衆
雨
.院
平
等
論
に
日
(;
%

.

通
族
院
の
獨
立
は
我
が
憲
法
の
#
色
に
し
て
.、詉
法 

0'
,錄
神
が
之
ぞ
政
府
並
に
衆
議
院
の
權
威
腿
返
の
外 

’.

に
_.獨
#

也

し

め

.、
'
、
以

て

滋

法

運

用

の

機

能

を

全

ぅ

せ 

じ
か
^

ぬ
欲
す
る
.に
在
る
と
甚
だ
明
白
な
り;°
隨
て 

'又
上
下
酩
院
は
興
の
權
能
に
於
て
對
箏
な
ら
ざ
る
可 

か
ら
ず
。
カ
同
匕
か
ら
ざ
れ
ば
相
制
す
る
こビ
を
得 

食
。
是
作
1
1歐
制
度
枧
本
0 .
1

耍
漱
の
然
炉
ら
し0
る 

所
、
興
議
4>

る
可
か
^v

ざ

仏

な

云

々
 

.吾
火
ご
_

も
大
徼
凇
於
1

法
理
上
は
财
院
平
等
の
腺 

則
を
承
^

す
る
紀
の
な
作
ど
も
、
_
法
上
兩
院
が
唞
等

に
収
錄
ぼ
れ
.ざ
.
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